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第４章「子ども・子育て施策の展開」実施状況の点検・評価等 

【基本目標Ⅰ】安心な妊娠・出産と健やかな子どもの成長 

基本施策１ 心豊かな子どもを育むための支援 

（１）豊かな心を育む体験活動等の提供 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

校外活動やスポーツ活動の充実 

 「生きる力」を育むために、学校教育の場に加

え、校外での様々な生活体験や社会体験の提供

に努めます。 

特に、スポーツは子どもの心身の健全な発達に

不可欠な要素であり、教育の場だけでなく家庭

生活や地域の中での様々なスポーツ機会の提供

に努めるとともに、スポーツ環境の充実に努め

ます。 

市町村別対抗福島県縦断駅伝競

走大会（ふくしま駅伝）へ参加し

た。 Ａ 

 

昨年から順位は下がった

が、継続的な参加により、

参加選手の育成や活動の

意欲向上に繋がった。 

◎実施継続 

中学生の減少、進学や就職

に伴い、チーム維持が困難

な状況にあるが、関係者と

協力し、継続した大会出場

に努める。 
教育委員会 

幼稚園での体験活動、小中学校

での校外活動及び中体連大会へ

参加した。 Ａ 

計画通り順調に進めるこ

とができた。 

 

◎実施継続 

今後もスポーツ機会の提

供及びスポーツ環境の充

実に努めていく。 

体験やボランティア活動の推進 

 本村の恵まれた自然環境と豊かな地域文化等を

活かし、職場体験やクリーンアップ活動、一人暮

らしのお年寄りの家の除雪ボランティアなど

様々な体験活動やボランティア活動機会の充実

に努めます。 

 

保育所において、季節に合わせ

た遊びや体験等を行った。（節分

等の季節行事、野菜作り、プール

遊び、雪遊び等） 
Ａ 

乳幼児期における経験が

心豊かな子どもを育むた

め大きな役割を果たして

いる。保育所において遊び

を通じて様々な体験の提

供を行った。 

◎実施継続 

今後も保育所と連携し、継

続して保育を提供する。 
保健福祉課 

令和 7 年１２月 
 保 健 福 祉 課 
 （ 資料２－２） 
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体験やボランティア活動の推進 子ども体験活動事業(チャレン

ジスクール)による親子クッキ

ングやボルダリング体験教室を

実施した。 
Ａ 

計画通り実施することが

できた。 

 

◎実施継続 

参加者のニーズに合わせ

た内容を検討し、より実情

に沿った事業の展開を図

る。  

教育委員会 

 
中学生による職場体験を実施

し、勤労観、職業観を育成すると

ともに、高齢者との世代間交流

を行った。 

Ａ 

計画通り順調に進めるこ

とができた。 

◎実施継続 

様々なボランティアや体

験活動の機会の提供に努

めていきたい。 

子ども向けイベント等の情報提供 

 広報やインターネット等を通して、子どもの体

験活動に関する情報提供に努めます。 

子育てガイドブック窓口設置や

令和６年度北塩原村子育て支援

（ダイジェスト版）の作成を行

った。 
Ａ 

子育て情報等をまとめ広

報したことにより、多くの

子育て世帯に村の子育て

情報を広く周知した。 

◎実施継続 

今後も子育て情報等を引

き続き発信していく。有効

活用に努める。子育て支援

（ダイジェスト版）は、毎

年度作成する。 

保健福祉課 

 

子ども体験活動事業(チャレン

ジスクール)等の情報を紙媒体

やＳＮＳを活用し、広く周知を

実施した。 

Ａ 

計画通り実施することが

出来た。 

 

 

◎実施継続 

紙媒体、ＳＮＳ等の活用の

ほか、保護者等への声掛け

による参加の推進を図る。 教育委員会 

各学校のブログの活用及び学校

だより、幼稚園の地域だよりを

発行し周知を実施した。 

Ａ 
計画通り順調に進めるこ

とができた。 

◎実施継続 

今後も子どもの取組を広

報等で周知していきたい。 

 

 

 



 

3 

 

（２）乳幼児等異年齢交流の推進 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

学校や職場体験での乳幼児とふれあう機会の提供 

 中学生の職場体験学習などを通して、乳幼児と

ふれ合う機会や経験の場を提供し、親になるた

めの意識向上を図ります。 

また、子育て中の親との交流機会を通じて、自

分が成長してきた過程を振り返り、生命の尊さ

について考える機会を作る取り組みに努めま

す。 

中学生による職場体験を実施し、

勤労観、職業観を育成するととも

に、幼児との世代間交流を行っ

た。 Ａ 

計画通り順調に進めるこ

とができた。 

◎実施継続 

今後も社会科見学や職場体

験を通して、意見の場を提

供していく。 教育委員会 

正しい性知識を醸成する教育の充実 

 乳幼児とふれ合う機会を通して、思春期の子ど

もに対する保健指導の充実により、正しい性知

識の普及と命の大切さの啓発等に努めます。 

幼小中連携による交流、教育課程

に基づく性教育を実施。 

Ａ 

授業等を通して命に対す

る意識の向上、及び正し

い性知識の醸成につなげ

た。 

 

◎実施継続 

今後も道徳や学級活動を通

じて正しい性知識の普及と

命の大切さの啓発等に努め

る。 

 
教育委員会 

家庭教育支援事業として、思春期

保健講座を中学校で実施。 
Ａ 

中学生に対して、正しい

性教育を行った。 

◎実施継続 

学校行事などを活用し、正

しい性知識の習得に努め

る。 
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（３）他地域文化等との交流の推進 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

国内・国際交流の推進 

 国内市区町村との交流活動を推進し、他の地域

の人や文化とのふれ合いや交流を深めること

で、自分たちの住む地域の魅力の発見や正しい

知識の習得に向けた取り組みに努めます。 

本村においては、台湾との国際交流事業、沖縄

県東村との姉妹友好都市協定による交流事業、

その他国内自治体との交流を推進しています。 

今後もこうした相互交流事業等を通した子ど

も同士の国際交流を推進し、子どもたちの国際

社会への興味や関心を醸成し、グローバルな視

点の習熟を図るとともに、多様性、文化の違い

を認め合う視点、幅広い視野で物事を考える力

を身につけることなど、青少年の健全育成に努

めます。 

台湾派遣交流事業について、学

校と連携した実施方法（修学旅

行との一体的な実施形態を含

む）を検討したが、教育課程や日

程等の調整に時間を要し、本年

度は派遣の実施に至らなかっ

た。 

- 

学校側との協議を継続し、

事業目的や実施方法に関

する整理が進んだ点は一

定の前進と評価できるが、

一方で、実施には至ってい

ないため、次年度に向けて

実行可能な方式の再構築

が必要である。 

◎実施継続 

教育課程との整合性や日程

調整、参加方法等を踏まえ、

より実施可能性の高い実施

体制を構築する。 

 

総務企画課 

ちびっこ探検学校（沖縄県東村

派遣事業）を実施し、交流を深

め、健全育成に努めた。 
Ａ 

90％以上の参加率となり、

異文化交流を体験しても

らうことができた。 

 

◎実施継続 

今後も派遣事業を継続し、

青少年の健全育成に努めて

いく。 
教育委員会 
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基本施策２ 子どもの健康教育の推進 

（１）食育の推進 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

各年齢に応じた食育の推進 

 食による「こころ」と「からだ」を育むために、

保健センター、幼稚園や保育園、家庭や学校・地

域が連携した、「食」の情報提供や食育を学習す

る機会の提供に努めます。 

また、地域の食材に対する認識を深め、「郷土食」

や「伝統食」などの地域の食文化への理解を深

める取り組みに努めます。 

保育所において、給食提供実

施。０～３歳児の各年齢に合わ

せた食事の提供を行っている。

また、月に 1度はお弁当の日を

設けている。 

Ａ 

各年齢に適した食事を提

供した。また、お弁当作り

を通して親の食に関する

関心を高め、家庭と保育所

が協力して食育に取り組

んでいる。 

◎実施継続 

今後も保育所と連携し、継

続して食育を行っていく。 
保健福祉課 

幼稚園の保護者や児童を対象

に食育講座を実施した。 
Ａ 

計画通り順調に進めるこ

とができた。 

 

◎実施継続 

今後も給食を通じて、地域

の食材への理解を深める取

り組みに努める。 

教育委員会 

食育の推進 

 家庭での食事は、単に食するだけでなく家族が

集いコミュニケーションを深める重要な時間で

す。 

ファースト・フードや外食スタイルが普及する

中で、家庭での「食育」の重要性の啓蒙と食を通

した子どもの健やかな成長に努めます。幼稚園

においては栄養・栽培活動調理体験、小学校に

おいては栄養士から食に関する講話、中学校に

おいては学校給食週間の実施に努めます。 

保育所において、野菜を栽培し

収穫を行った。その野菜を給食

に使用するなどの食育を行っ

た。 

Ａ 

野菜の栽培・収穫等を通

し、「食」への興味関心を促

した。 

◎実施継続 

今後も保育所と連携し、継

続して食育を行っていく。 
保健福祉課 

小中学校での給食の提供、季節

行事に合わせた献立の実施、保

護者向け食育講演会を開催等

を行った。 

 

Ａ 

給食を通した食育を実施

し、季節行事に合わせた献

立や食育講演会を通じて

こどもと保護者に対する

食育の推進を計画通り順

調に進めることができた。 

◎実施継続 

学校内での食育指導におい

て共通理解が図られていな

いところもあるため、今後

も重要性の啓蒙を続けてい

く。 

教育委員会 
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自家消費野菜等の放射性物質

検査を継続するとともに、村内

農産物を庭先集荷し、道の駅直

売所で販売した。 
Ａ 

適時、放射性物質検査を実

施。また、農産物の集荷事

業を実施し、道の駅での地

元農産物の販売も好調で

あった。 

◎実施継続 

放射性物質検査の継続と、

地元農産物の販売を促進す

ることで、地元食材への関

心を深めるとともに、地産

地消を推進する。 

産業課 

 

（２）思春期における健康教育の推進 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

薬物使用防止教育の充実 

 薬物使用の低年齢化が進行する中で、発達段階

に応じた薬物使用防止教育を実施します。中学

生に対しては、外部の専門家を招いた薬物使用

防止のための教室開催等を実施します。 

中学校における外部専門家を

招いての薬物使用防止のため

の教室を開催した。 
Ａ 

教育課程の中で薬物使用

防止教室を実施し、計画通

り順調に進めることがで

きた。 

◎実施継続 

今後も薬物使用防止のための

教室を開催する。 

 

教育委員会 

思春期の子どもの健全育成事業 

 青少年を対象とした社会参加を促すための支

援やそのための活動への支援、様々な体験機会

の提供などにより、青少年の健全育成に努めま

す。 

また、青少年やその家族が抱える悩みやいじめ

など、各種の相談事業などを通した助言や援助

を行います。思春期における健康教育・健康づ

くりの推進として、性教育、自殺対策、薬物乱

用防止対策、肥満・痩身等保健教育等を行いま

す。 

地域学校保健委員会等におい

て関係部局間で情報共有を実

施。 

Ａ 

計画通り順調に進めるこ

とができた。 

 

◎実施継続 

引き続き、情報共有を図りな

がら、児童・生徒・保護者・

学校が抱える課題について支

援できる体制の構築が必要。 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

 

 

 

 

家庭教育支援事業として、保健

講座を中学校で実施。  

Ａ 

中学生、保護者、教職員に

対して、家庭教育の講演等

を行った。 

◎実施継続 

学校行事などを活用し、正し

い思春期の知識の習得に努め

る。 
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基本施策３ 妊産婦と子どもの健康の向上 

（１）妊産婦・乳幼児等への切れ目のない支援 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

子育て世代包括支援センター 

 妊娠届の受理・母子健康手帳の交付から始ま

り、面談を通してニーズを把握し必要な支援を

行うなど、妊産婦・乳幼児等が切れ目なく必要

な支援を受けられるように、情報の収集・発信、

相談体制の拡充などに取り組みます。 

妊娠届時に保健師による面談

等を実施した。 

面談の状況に応じて継続して

支援できるような体制を構築

している。 

Ａ 

令和 6年度実績 5件 

妊娠届出時に保健師によ

る面談等を実施し、妊婦

の情報把握や適切なアド

バイスを行うことができ

た。 

◎実施継続 

妊娠中期での母子健康手帳交

付事例があるため、早期の届出

について周知等を行い、今後も

継続して事業実施に努める。 

保健福祉課 

 

（２）妊婦及び乳幼児健診の充実 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

妊婦一般健康診査助成 

 妊婦に対する健康診査の助成により、保護者自

身が妊娠中から子どもの発育・発達に対する理

解深め、病気や事故を予防し、健やかな育ちを

促せるよう切れ目ない支援を行います。 

妊婦（15回）及び産婦（２回）

に対して、健康診査費用の助

成を実施した。 

Ａ 

令和 6年度実績 29件 

妊婦及び産婦に対して、

必要な回数分の妊婦健康

診査等の助成を実施する

ことで定期的な健診・受

診を促すなど、母子の健

康に寄与した。 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

 

 

 

 

保健福祉課 

乳児家庭全戸訪問事業 

 生後４ケ月までの乳児のいるすべての家庭を訪

問し保護者の不安や悩みを聞き取りながら、子

育てに関する情報提供を行うとともに、養育環

境の把握等に努め必要なサービスが適切に受け

られるよう支援を行います。 

生後２ケ月前後の乳児がいる

家庭へ保健師が訪問を実施し

た。 Ａ 

令和 6年度実績 2件 

出生児全員に訪問し、児

童及び保護者の状況の確

認や必要な指導を行っ

た。 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

 

 

保健福祉課 
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乳幼児健康診査事業 

 乳幼児への健診の充実により、障がいや疾病の

早期発見や適切な療育・治療につなげるととも

に、保護者自身が子どもの成長・発達を理解し、

基本的な生活習慣を確立できるよう支援しま

す。 

同時に、保護者の育児の悩みや不安が軽減でき

るよう支援を行い、子どもの事故予防に対する

注意喚起を行います。 

４ケ月児、10ケ月児、１歳６

ケ月児、２歳児、３歳児の健

康診査を実施した。 

Ａ 

令和 6年度実績  

・4ヶ月児   4件  

・10ヶ月児   5件  

・1歳 6ヶ月児 5件   

・2歳児     6件 

・3歳児    9件 

乳幼児健診により、適切な療

育・治療の支援を行った。 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

保健福祉課 

妊産婦及び乳幼児訪問指導の実施 

 妊産婦による体の変化や出産までの妊娠経過・

食事についての知識の提供やアドバイスを行

い、安心して出産できるよう支援を行います。 

さらに必要に応じ、乳幼児の成長の確認と保護

者が安心して子育てができよう訪問指導を実施

し、支援を行います。 

妊娠後期前後の妊婦に対して

訪問や電話連絡を実施し、出

産準備の確認や産後について

指導した。 

Ａ 

令和 6年度実績 3件 

妊娠後期前後の妊婦に対

して訪問や電話連絡を行

うことで、出産への不安

等の相談支援を行った。 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

 

 

 

 

 

 

保健福祉課 

乳幼児の健康相談事業の充実 

 乳幼児の健康相談やワークショップ等により、

乳幼児の健康に関する適切な情報提供及び相談

等を行い、保護者の育児不安の軽減を図るとと

もに、乳幼児が基本的な生活習慣を身につけ、

健康なからだをつくることができるよう支援を

行います。 

乳幼児の発達に関する相談会

を喜多方市と合同にて実施し

た。（年 12回） 
Ａ 

令和 6年度実績 1件 

乳幼児健診にて要精密検

査の児童に対して、必要

時に相談できる体制を構

築することが出来てい

る。 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

 

 

 

保健福祉課 
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（３）救急医療体制の充実 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

救急医療体制（小児） 

 年間を通して安心して医療を受けられる地域の

医療情報の提供に努め、インフルエンザ等の流

行性疾患予防に対しても、保健センターを中心

に関係機関等が連携し、適切な情報提供に努め

ます。 

休日当番医及び第二次救急当

番医を広報誌において掲載。 

Ａ 

休日当番医、第二次救急

当番医を広報誌にて掲載

した。 

（12回 毎月１回） 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

 

 

 

 

保健福祉課 

福島県こども救急電話相談 

 夜間急に子どもの体調が悪くなった時に、電話

で子どもの様子を伝えることにより、家庭で可

能な対処法などについてのアドバイスや、必要

があれば受診可能な医療機関を案内します。 

福島県こども緊急電話相談に

関するチラシを窓口に設置し

た。 

Ａ 

福島県こども緊急電話相

談に関するチラシを窓口

に設置し、案内を行った。 

◎実施継続 

今後は HP にも掲載し、案内・

情報提供を行っていく。 

 

 

 

 

保健福祉課 
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【基本目標Ⅱ】幸せな暮らしを支える子育て支援サービスの充実 

基本施策１ 子育て支援サービスの充実 

（１）子育て中の親への支援 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

地域子育て支援拠点事業等の拡充 

 北塩原村保健センター内に開設した「子育て世

代包括支援センター」において、家庭で子育て

をしている保護者に交流と育児相談の場を提供

し、育児に関する不安や悩みの解消と保護者同

士の交流を促進する取り組みを推進します。 

また、妊娠や出産、子育てに関する情報を収集

し、保護者等が必要と情報の的確な発信に努め

ます。 

子育て世代包括支援センター

内（保健センター内）にて親

子にて参加できるイベント等

を実施した。 
Ａ 

令和 6年度実績 18人 

親子が参加できる内容

で、こども・保護者間の

交流が図られた。また、

保護者とセンター職員

(保健師)とのつながりを

創出することができた。 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

 

 

 

 

 

保健福祉課 

親への子どもを育てる力の育成 

 乳幼児健診や家庭訪問、相談事業や子育て講演

会、本の読み聞かせ会、栄養食育教室など各種

講座の開催等を通して、子どもへの接し方や親

子のふれあい、子育ての楽しさを実感するとと

もに、子育ての悩みの解消など、親の子育て力

の向上や保護者が気軽に相談できる体制づくり

を図ります。 

子育て世代包括支援センター

内（保健センター内）にて親

子にて参加できるイベント等

を実施及び、ペアレント・プ

ログラムの周知をした。 

Ａ 

令和 6年度実績 18人 

親子が参加できる内容

で、こども・保護者間の

交流が図られた。また、

保護者とセンター職員

(保健師)とのつながりを

創出することができた。 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

保健福祉課 

ファミリー・サポート・センター事業 

 乳幼児や小学生等の児童の預かり等の援助を受

けることを希望する者と、その援助を行うこと

を希望する者との相互援助活動に関する連絡、

調整を行う本事業について、近隣自治体との広

域利用などによる事業実施に努めます。 

ファミリー・サポート・セン

ター事業未実施。 

 Ｃ 

事業実施に向け検討中。 

（喜多方地方定住自立圏

での共同利用について、

検討中。（今後も引き続き

協議を行う予定。） 

今後もファミリー・サポート・

センター事業実施に向け、各関

係機関と調整を行い検討して

いく。 

・子育て支援員研修受講者なし 

保健福祉課 



 

11 

 

ホームスタート事業 

 「外出しづらい」、「頼れる人が身近にいない」

等の悩みを持つ未就学児のいる家庭をボランテ

ィアが訪問し、子育て中の親を支える事業です。

近隣自治体との広域利用などによる事業実施に

努めます。 

ホームスタート事業未実施。 

 

Ｃ 

事業実施に向け検討中。 

（喜多方地方定住自立圏

での共同利用について、

検討中。（今後も引き続き

協議を行う予定。） 

今後もホームスタート事業実

施に向け、各関係機関と調整を

行い検討していく。 

・子育て支援員研修受講者なし 

保健福祉課 

 

（２）教育・保育サービスの充実 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

子ども・子育て支援法に基づく教育・保育の充実 

 子どもとその保護者が希望する教育・保育が受

けられるよう、質の高い教育・保育サービスの

提供、環境整備に努めます。 

また、保育士等の研修や施設間の連携などの充

実を図りながら、教育・保育の質的向上に努め

ます。 

村と教育・保育施設で情報共

有を行い、より良い保育提供

が行えるよう努めている。 

各施設に保育士等の研修等に

関する情報提供を行った。 

Ａ 

情報共有を行うことで、

ご家庭の状況や子どもと

保護者が求める教育・保

育ニーズを把握でき、教

育・保育の資質向上に繋

がった。 

◎実施継続 

今後も施設と情報共有を行っ

ていく。 保健福祉課 

 

保護者や教育現場のニーズや

実情に応じた改善を行い、研

修に積極的に参加することに

より、質の高い教育につなげ

られるよう努めた。 

Ａ 

計画通り順調に進めるこ

とができた。 

◎実施継続 

今後も子どもとその保護者が

希望する教育・保育サービスの

提供、環境整備に努める。 

 

教育委員会 
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延長保育・一時預かり事業等の検討・実施 

 保育所、幼稚園における延長保育等は、子育て

家庭支援の重要な事業として継続して取り組ん

でいきます。 

冠婚葬祭や保護者の傷病・入院、妊娠や出産な

ど、家庭において一時的に保育ができなくなっ

た子どもについて、緊急・一時的な預かり保育

について、近隣自治体との調整も含め、ファミ

リー・サポート・センター等他の事業の導入・活

用に向けて検討していきます。 

・保育所は、朝 30分、夕方 30

分の延長保育を実施。 

・きたかた子育てサポート・

センターにて令和 6 年 9 月よ

り一時預かりの利用が可能と

なった。 

Ａ 

令和 6年度実績 

・延長保育利用   4人 

・一時預かり実績 0人 

◎実施継続 

今後も延長保育や一時預かり

事業を実施し、家庭支援の充実

に寄与していく。 

・ファミリー・サポート・セン

ター事業導入の検討 

保健福祉課 

保護者の就労等により通常保

育の前後に家庭保育が難しい

園児の預かり保育を行った。 

Ａ 

計画通り順調に進めるこ

とができた。 

 

◎実施継続 

今後、保護者に家庭教育の重要

性を伝え、適正な利用について

理解を深めていく。 

 

 

 

教育委員会 

 

 

（３）放課後児童健全育成事業の充実 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

放課後学童保育事業 （放課後児童クラブ） 

 保護者が就労等により、昼間に家庭にいない小

学校児童の健全な育成を図るために、授業終了

後に学校施設や幼稚園などを利用して、学童保

育指導員により適切な遊びと生活の場を与え

て、児童の健全な育成に努めます。 

保護者の就労等により放課後

に家庭保育が難しい児童に対

し、児童クラブを開所し、居

場所の提供を行った。 
Ａ 

学童支援員による、適切

な遊びと生活の場を与

え、児童の健全な育成を

行い、計画通り順調に進

めることができた。 

 

◎実施継続 

今後も児童の健全な育成に努

める。 

 

 

 

教育委員会 
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基本施策２ 子どもの健やかな成長のための環境の整備 

（１）保育園・幼稚園・小学校の連携推進 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

保育園・幼稚園・小学校の交流推進 

 保育園・幼稚園・小学校の相互交流により、子ど

もたちが目的意識を持って自分らしく生きる能

力や態度の芽生えを養い育てるための、教育・

保育の質的向上に向けた取り組みに努めます。 

保育園と幼稚園との交流、親

子ふれあい広場等を実施。 

Ａ 

同世代の交流を通して、

幼稚園へのスムーズな就

園につなげられた。 

◎実施継続 

今後も相互交流を行っていき、

より連続性を保障するため、連

携の追伸に努める。 

 

保健福祉課 

保育園と幼稚園との交流、親

子ふれあい広場、幼稚園と小

学校の交流を実施。 
Ａ 

同世代の交流を通して、

小学校へのスムーズな就

学につなげられた。 

◎実施継続 

今後も相互交流を行っていき、

より連続性を保障するため、連

携の追伸に努める。 

 

 

教育委員会 

 

（２）子どもの悩みへの相談支援体制の充実 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

問題行動の早期発見・未然防止 

 必要に応じて県のスクールカウンセラー派遣事

業など、子どもの悩みへの相談・指導などを通

した問題行動の早期発見・未然防止、適正対応

に努めます。 

県配置のスクールカウンセラ

ー、スクールソーシャルワー

カーを活用し、児童生徒の悩

みに対するケアを通して、問

題行動の早期発見、未然防止

に努めた。 

Ａ 

教育相談体制を整備し、

思春期の児童生徒の心に

寄り添い、適正対応につ

なげられた。 

◎実施継続 

今後もスクールカウンセラー

等を通じて、悩みに対して助言

や援助を行っていく。 

 

教育委員会 
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基本施策３ 子育て家庭への経済的支援 

（１）教育・保育費等への支援 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

結婚祝金・出産祝金・子育て祝金 

 婚姻をした夫婦、子どもの誕生、入園・入学を祝

福し健やかな成長を願い子育て家庭を継続して

支援するとともに、福祉の増進を図るために、

各種祝金を継続して行います。 

結婚祝金、出産祝金、子育て

祝金支給事業を実施。 

Ａ 

令和 6年度実績 

・結婚祝金…3件 

・出産祝金…0件 

・にこにこ子育て祝金…

163件 

対象者に支給漏れや遅延

等なく支給を行った。 

子育て家庭等を支援する

とともに村民の福祉等の

増進を図った。 

◎実施継続 

今後、国の事業等を活用しな

がら継続して事業実施に努め

る。 

保健福祉課 

小中学校における給食費の無

償化を実施。 

 

Ａ 
保護者の経済的負担軽減

や食育の推進を図った。 

◎実施継続 

計画通り順調に進んでいる。 教育委員会 

児童手当 

 子育ての経済的負担を軽減し、安心して子ども

を産みが育てられる社会をつくるために児童手

当を支給します。 

児童手当受給対象世帯に手当

を支給した。 
Ａ 

児童手当受給対象世帯に

支給漏れや遅延等なく支

給した。 

 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 
保健福祉課 

乳幼児及び児童医療費の助成 

 満 18 歳未満の乳幼児童に対する医療費の助成

を行っています。今後も、乳幼児及び児童健康

の保持・増進を図るため、医療費の助成を継続

して行います。 

乳幼児及び児童に係る医療に

ついて、現物給付及び償還払

いにて、助成を行った。 
Ａ 

助成漏れや遅延等なく助

成した。乳幼児及び児童

の健康の保持・推進を図

った。 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

 

保健福祉課 
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保育料等の減免 

 保育園保育料について、村独自の軽減措置や多

子世帯軽減措置による減免について継続して行

います。 

・保育料軽減事業（認可外施

設利用児童が対象） 

・多子世帯保育料軽減事業 

を実施 

※また、村保育料については、

国基準額の保育料より少ない

額を設定。 

 

Ａ 

令和 6年度実績 

・保育料軽減事業…０件 

・多子世帯保育料軽減事

業…0件 

実績はなかったが、保育

料軽減措置や多子世帯保

育料軽減により、保育料

の経済的負担の軽減を図

るため、体制を構築した。 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

 

保健福祉課 

預かり保育利用料の無償化を

実施。 

Ａ 

預かり保育利用料の無償

化することで、子育て世

帯の負担軽減に寄与し

た。 

◎実施継続 

計画通り順調に進んでいる。 

 

 

 

 

教育委員会 

 

【基本目標Ⅲ】子ども・子育てを支える地域環境の充実 

基本施策１ 地域全体で子育てを支援する環境整備の推進 

（１）子育てに関する意識の醸成 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

男女共同参画事業の推進 

 家族を構成する男女が相互に協力し、子育てに

取り組む意識への啓発に努めます。 

福島県男女共生センターが

主催する各種講演会やイベ

ントチラシを窓口に設置し、

周知・啓発に取り組んだ。 

Ａ 

男女共同参画に関する

イベント等の周知・啓発

を行うことで、意識醸成

の一助となっている。 

◎実施継続 

福島県男女共生センター主催

イベント等の周知を引き続き

行い、男女共同参画への意識付

けに取り組んでいく。 

保健福祉課 
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子どもの権利の尊重 

 子どもの権利等の教育推進、児童福祉月間によ

る啓発等子どもの権利に関する啓発を行いま

す。 

また、不登校やひきこもり状態にある子ども等

への支援として、関係機関による青少年総合支

援、ひきこもり支援、いじめ・不登校対策、非

行防止対策、立ち直り支援等に努めます。 

村内小学校で「人権の花運

動」を実施した他、第一中学

校で「人権教室」を開催し、

人権思想の普及啓発に取り

組んだ。 

Ａ 

人権の花運動や人権教

室を通じて、思いやりの

心を育むなど、こどもの

権利を尊重する意識づ

くりの一助となってい

る。 

◎実施継続 

こどもの人権 110番など、悩み

や不安を気軽に相談できる場

の周知・広報に積極的に取り組

む。 

 

保健福祉課 

不登校の生徒やその家庭に

対し、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワー

カーを活用し、支援を行っ

た。 

Ａ 

各学校における健康教

育を推進した。 

◎実施継続 

今後もスクールカウンセラー

を通じて、いじめや悩みなどに

対して助言や援助を行って行

く。 

教育委員会 

 

（２）住民参加の子育て支援 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

民生委員・児童委員活動 

 民生委員（児童委員）や主任児童委員は、地域の

身近な相談者としての認知度を高め、相談しや

すい環境の整備に努めるとともに、保護者と教

育・保育施設や地域、行政等の連携を図り、地域

の子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中

の心配ごとなどの相談・支援等を行います。 

毎月、民生児童委員協議会

定例会を行い、各地区の状

況の情報共有を行った。 

Ａ 

毎月の民生児童委員協議

会定例会により、情報共

有を行った。不安を抱え

るご家庭などについて

は、民生児童委員の方が

適時見守り等の支援を行

っている。 

 

 

 

 

◎実施継続 

今後も民生児童委員の方々に

支援を継続していただく。 

保健福祉課 
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学校支援地域本部事業の推進 

 将来を担う子どもの健やかな成長を支援するた

め、学校支援地域本部のコーディネーター及び

登録ボランティアの増員を図ります。 

小学校・中学校からの要望

に応じ、文化や自然、学習等

への講師を派遣し、支援を

実施した。 

Ａ 

学校と地域の連携が図ら

れ、児童・生徒の学ぶこ

との意欲向上が図られ

た。 

◎実施継続 

学校からの要望に沿った、人材

確保と取り組み内容の精査が

必要。 

教育委員会 

ファミリー・サポート・センター事業（再掲） 

 乳幼児や小学生等の児童の預かり等の援助を受

けることを希望する者と、その援助を行うこと

を希望する者との相互援助活動に関する連絡、

調整を行う本事業について、近隣自治体との広

域利用などによる事業実施に努めます。 

ファミリー・サポート・セン

ター事業未実施。 

Ｃ 

事業実施に向け検討中。 

（喜多方地方定住自立圏

での共同利用について、

検討中。（今後も引き続き

協議を行う予定。） 

 

◎実施継続 

今後もファミリー・サポート・

センター事業実施に向け、各関

係機関と調整を行い検討して

いく。 

・子育てサポーターの養成 

保健福祉課 

ホームスタート事業（再掲） 

 「外出しづらい」、「頼れる人が身近にいない」

等の悩みを持つ未就学児のいる家庭をボランテ

ィアが訪問し、子育て中の親を支える事業です。

近隣自治体との広域利用などによる事業実施に

努めます。 

ホームスタート事業未実

施。 

Ｃ 

事業実施に向け検討中。 

（喜多方地方定住自立圏

での共同利用について、

検討中。（今後も引き続き

協議を行う予定。） 

◎実施継続 

今後もホームスタート事業実

施に向け、各関係機関と調整を

行い検討していく。 

・子育てサポーターの養成 

保健福祉課 

 

基本施策２ 安心安全な子育て環境の整備 

（１）子育てしやすい居住環境の整備 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

利用しやすい施設の整備 

 妊婦や幼児連れ等が安心して外出できるよう、

施設のバリアフリー化や利用しやすい道路や歩

道の整備など、安心して利用できる施設の整備

に取り組みます。 

各施設の整備等実施なし。 

Ｃ 

各施設のバリアフリー化

等は実施できていない。 

各施設においては、老朽化が著

しく、今後計画的な改修や設備

等の更新が必要である。 

・対象施設の把握・調査 

総務企画課 
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道路舗装及び橋梁の修繕を

実施。 

Ａ 

財源である国交付金が減

少傾向である。 

◎実施継続 

道路修繕計画に基づき、道路の

修繕等を行う。 

財源が限られているので、優先

順位を決め、対費用効果が高い

道路の選定や工法を検討すべ

きである。 

建設課 

村民体育館、村民運動場、生

涯学習センターの適切な維

持管理を実施。 

 

Ａ 

村民体育館の破損場所の

修繕や生涯学習センター

内の環境整備（整理整頓）

を実施。 

◎実施継続 

村民体育館の経年劣化による

傷みが進んでいることから計

画的に修繕を行う必要がある。

各施設の熱中症対策が課題。 

 

 

教育委員会 

 

 

 

教育委員会 

【新】さくら幼稚園の遊具

の撤去や園庭及び校庭の開

放を実施した。 
Ａ 

安心安全に遊べるよう整

備を行った。 

◎実施継続 

教育施設の遊具を計画的に更

新し、利用しやすい施設の整備

に努める。 

移住促進住宅取得支援事業 

 村外から村へ移住し、居住のために住宅を取得

する際の費用の一部を村及び県が補助します

（若年世帯・子育て世帯や村内就業など諸条件

を満たせば最大 200 万円）。 

地域への移住を希望する方

に対し、住宅取得に係る費

用の一部を助成する制度と

して実施している。 

 
Ａ 

令和 6年度 2 件申請 

前年度（1件）と比較して

活用件数が増加したが、 

想定している潜在的な移

住希望者数に対しては、

依然として十分な利用に

は至っていないことか

ら、引き続き広報・情報

発信を強化する必要があ

る。 

◎実施継続 

SNS や移住関連媒体等を活用し

た事業内容の周知をさらに強

化し、事例紹介や申請手順の明

確化など、利用しやすさの向上

を図る 
総務企画課 
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村営住宅の整備 

 核家族化の進展する中で、村営住宅を低廉な家

賃で提供し、子育て家庭が安心してゆとりある

生活を営むことができるよう、今後も居住の安

定に配慮した住宅の供給のため、村営住宅の整

備に努めます。 

若者定住住宅の環境整備を

実施した。 

 

 

Ａ 

戸建て住宅４棟の環境整

備を計画的に実施するこ

とができた。 

◎実施継続 

計画に基づき、住宅需要を調査

し、集合住宅の建設について検

討していく。 

建設課 

公園や広場の整備 

 公園・緑地の整備を進めるとともに、既存施設

の開放など、子どもが安心して遊べる安全、安

心な環境作りに努めます。 

各施設の整備等実施なし。 

Ｃ 
既存施設の開放なども実

施できなかった。 

今後計画的な改修や設備等の

更新が必要である。 

 

総務企画課 

自然を活かした子育て環境の推進 

 子どもたちが自然の中で伸び伸びとスポーツや

体験・交流などを楽しむことができるよう、自

然を活かしたスポーツ・レクリエーション環境

充実に向けた取り組みに努めます。 

子ども体験事業(チャレン

ジスクール)を実施。小学４

年生を対象にキャンプを実

施。 

Ａ 

キャンプ（カヌー、水遊

び、カレー作り）を通じ

て、チャレンジや創造性

を生み出すことが出来

た。 

◎実施継続 

小学４年生を対象とした自然

を生かした体験事業のため、ど

のような経験が相応しいのか

検討が必要。 

教育委員会 

 

（２）道路交通の安全確保の推進 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

安全な道路環境の整備 

 通園や通学、子どもや親子が安心して外出でき

る交通環境のために、道路や歩道の整備に努め

ます。 

道路舗装及び橋梁の修繕を

実施。 

 

Ａ 

財源である国交付金が減

少傾向である。 

◎実施継続 

道路修繕計画に基づき、道路の

修繕等を行う。 

財源が限られているので、優先

順位を決め、費用対効果が高い

道路の選定や工法を検討すべ

きである。 

建設課 
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交通安全教育の推進 

 事故を起こさない、事故に遭わないための地域

住民一人ひとりの交通ルールの遵守、交通マナ

ーの向上のための日頃からの安全意識を高める

ための機会づくりを推進します。 

交通安全協会等の交通団体

と連携し、交通安全啓発グ

ッズの配布等を実施した。 
Ａ 

村民に対する交通安全意

識の向上を図った。 

グッズの配布等により、

子どもたちの交通安全に

対する知識向上を図っ

た。 

◎実施継続 

今後も計画的に取り組んでい

く。 

 
総務企画課 

幼稚園及び小学校において

警察官を講師に、交通安全

教室を開催した。 

Ａ 

正しい交通ルールを学

び、事故のない地域づく

りを推進した。 

◎実施継続 

引続き、事故を起こさない、事

故に遭わないための交通ルー

ル・マナーの向上のための機会

づくりを行う。 

 

教育委員会 

冬期間の雪対策 

 本村は特別豪雪地帯に指定されており、例年１

２月から３月にかけては長い降雪期間となるた

め、主要道路である国道 459号、（主）米沢猪苗

代線、（主）会津若松裏磐梯線をはじめとする基

幹道路や集落間、集落内等の交通確保に努め、

冬期間の村民の通勤や通学・子どもの通園等に

支障がでないよう迅速な除雪作業の実施に努め

ます。 

村民の冬期間の交通確保の

ため、除雪を実施。 

Ａ 

適宜実施し、計画通り行

った。 

◎実施継続 

除雪オペレーターの高齢化が

進み、今後の人材育成や安定雇

用が課題である。 

 
建設課 
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（３）犯罪等被害防止活動の推進 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

防犯活動の推進 

 子どもが犯罪に関わらない、巻き込まれないた

めに地域の連帯感と信頼感を深めていくことが

重要です。 

「地域が子ども守る」という意識の醸成ととも

に、防犯協会をはじめ、家庭や学校、行政や企業

等、県等との連携した防犯活動に努めます。 

防犯協会等の防犯団体と連

携し、防犯啓発グッズの配

布等を実施した。 

Ａ 

防犯啓発グッズ等の配布

により、地域の防犯意識

の向上を図り、子どもた

ちが犯罪に巻き込まれな

い環境づくりに努めた。 

◎実施継続 

計画的に取り組んでいる。 

 

 

 

総務企画課 

登下校時、地域の見守り隊

の方々の協力をいただいた

り、新小学１年生への防犯

ブザーの配付を行った。 Ａ 

地域の方の協力もいただ

き、防犯に寄与すること

ができた。 

 

 

◎実施継続 

引続き、子どもが犯罪に巻き込

まれないために、地域の協力を

いただきながら学校でも防犯

活動を行っていく。 

教育委員会 

防犯に関する情報提供 

 地域に向けて防犯に関する情報の提供を進める

ために、近隣の自治体や警察署等とも連携しな

がら、犯罪情報の提供と犯罪防止策の推進に努

めます。 

警察署等から手供された防

犯関連情報を、区長便など

を通して住民に周知した。 

Ａ 
チラシを回覧し村民へ情

報提供を行った。 

◎実施継続 

計画的に通り取り組んでいる。 

 

総務企画課 

管内での事件発生時、各学

校への注意喚起を行った。 

学校から児童生徒・保護者

への情報提供を行った。 

 

 

 

Ａ 

速やかに情報共有を行う

ことで、注意喚起を促す

ことができている。 

◎実施継続 

警察署とも連携し、犯罪情報の

速やかな共有を行っていく。 

 教育委員会 
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情報活用能力（リテラシー）の向上 

 インターネットやスマートフォンなど情報化社

会を安全に利用するため、判断力の育成や被害

防止対策など、学校や関係機関の協力のもと適

切な教育・対策を講じます。 

児童生徒に１人１台タブレ

ット端末を配布し、ICTを活

用した授業を実施。 Ａ 

各教科の学習において、

ICT 機器を効果的に使い

必要な情報を選択する力

を育成することが出来

た。 

◎実施継続 

児童生徒がインターネットを

介した犯罪に巻き込まれない

ための教育を引き続き行って

いく。 

教育委員会 

 

基本施策３ 仕事と生活の両立への支援 

（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）への支援 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

男女共同参画推進事業の推進 

 男女がともに働きやすい職場環境づくりへの取

り組み事例を広く周知し、他事業者への波及促

進を図ります。また、家庭生活や子育てにおけ

る男女の関わり方について、男女共同参画の精

神の醸成に努めます。 

庁内・委員会等における女

性の割合や育児休業等に関

する調査を実施。（毎年各課

に照会（県、国へ報告）） 

Ａ 

育児休暇等の見直しに繋

がっている。 

◎実施継続 

引き続き調査を実施し、男女共

同参画社会への意識付けを行

っていく。 

 

保健福祉課 

仕事と生活の調和の実現に向けた広報・啓発 

 ワークライフバランスに配慮した働き方の普及

促進として、国や県、企業、関係機関と連携し、

国の助成制度の周知を図りながら、事業所内保

育の推進、育児休業制度、再就職の支援・再雇用

及び労働時間短縮促進の啓発に努めます。 

国や県より提供のあったワ

ークライフバランスのリー

フレット等を窓口に設置

し、周知・啓発を行った。 

Ａ 

ワークライフバランス推

進に繋がっている。 

◎実施継続 

福島県が推進する「とも家事」

について、積極的に広報してい

く。 

 

保健福祉課 

病児保育一時預かり事業 

 子どもが病気又は病気回復期にあり集団生活が

困難な場合などにおいて、近隣自治体と調整・

協議、保護者の就労先の理解・対応の啓発を行

っていきます。 

病児保育一時預かり事業未

実施。 
Ｃ 

事業実施検討に係る近隣

自治体等調整・検討未実

施。 

ニーズ等を確認しながら、今後

も近隣自治体等と調整を行い、

広域利用などによる事業実施

を検討していく。 

保健福祉課 
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基本施策４ 援助を必要とする子どもや家庭への支援 

（１）子どもへの虐待防止体制の拡充 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

養育支援訪問事業 

 乳児家庭全戸訪問事業等を通した養育支援を必

要とする家庭の早期把握に努め、支援が特に必

要と判断した家庭に対しては、保健師等が居宅

を訪問し、養育に関する指導や助言等を行いま

す。 

また、地域における児童虐待防止の普及啓発、

育児困難感を持つ親の早期発見・早期支援、警

察や児童相談所等関係機関の連携強化、家庭で

の養育が困難な子どもや虐待を受けた子どもに

対する支援を行います。 

乳幼児全戸訪問時等におい

て継続した支援が必要な児

童及び保護者に対し、訪問

による助言や指導を実施。 

Ａ 

令和 6年度 実績 1名 5回 

経過観察のため訪問等を

実施し、必要時は医療機

関との連携を図ることが

できた。 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

 

保健福祉課 

 

（２）ひとり親家庭への支援 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

ひとり親家庭福祉相談 

 母子家庭等が抱える子どもや家庭内の様々な相

談に対して、助言や指導、実情に応じた効果的

な就業相談や職業紹介の実施、就職に有利な資

格取得を目指すひとり親への給付金制度等の情

報提供を行います。 

 

 

 

窓口にチラシ等を設置、広

報掲載及び児童扶養手当対

象者にチラシ等送付した。 

Ａ 

窓口にチラシ等を設置、

広報掲載及び児童扶養手

当対象者にチラシ等送付

したことにより、広く情

報周知を行った。 

◎実施継続 

今後も窓口設置及び広報等に

より、広く情報周知を行ってい

く。 
保健福祉課 
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児童扶養手当 

 離婚等により父または母と生計を同じくしてい

ない児童を養育している母または父、もしくは

これらの母や父に代わって養育している人に対

して、児童扶養手当法に基づいて、生活の安定

と自立を促進し子どもの健全な育成を図るため

の児童扶養手当を支給します。 

児童扶養手当に関し、窓口

において案内等を行った。 

児童扶養手当制度概要を広

報に掲載。 

（県より支給） 

Ａ 

児童扶養手当制度を広報

掲載に掲載することによ

り手当対象見込み世帯に

対し広く情報周知を行っ

た。 

◎実施継続 

今後も広報等により広く情報

周知を行っていく。 

 

 

 

保健福祉課 

ひとり親家庭医療費助成事業 

 ひとり親家庭の親に対し、医療費の保険診療分

の自己負担額のうち、同一受診月ごとに世帯の

全員がかかった医療費の合算が 1,000 円を超え

た金額を助成します。 

※児童分の医療費は乳幼児・児童医療費で助成

します。 

ひとり親家庭医療費助成事

業は償還払いにて助成を行

った。 

Ａ 

助成漏れや遅延等なく助

成を行い、ひとり親家庭

の健康の保持・推進を図

ることができている。 

ひとり親家庭医療費助成

を広報掲載に掲載するこ

とにより対象見込み世帯

に対し広く情報周知を行

った。 

◎実施継続 

今後も助成漏れや遅延等なく

助成を行い、広報等により広く

情報周知を行っていく。 

保健福祉課 

 

 

（３）障がいのある子どもと家庭への支援 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

妊婦及び乳幼児への健康診査の実施 

 障がいの原因となる疾病や事故の予防に努める

とともに、妊婦及び乳幼児に対する健康診査に

よる障がいの早期発見と適切な治療のための支

援を行います。 

 

障がいの早期発見と適切な

治療ため、妊婦及び乳幼児

への健康診査を実施。 Ａ 

令和 6年度実績  

妊婦健康診査 述べ 29件 

乳幼児健診 述べ 33件 

◎実施継続 

今後も継続して事業実施に努

める。 

 

保健福祉課 
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障がい児を持つ家庭への支援 

 障がいのある児童をもつ家庭に対する様々な情

報提供や、児童の健やかな発達のための支援、

サポートを交えながら悩みを持つ家庭との交流

などの支援を行います。 

また、発達障がいのある子どもの早期発見・早

期療育のための支援として、発達障がいについ

ての正しい情報や社会的支援の必要性について

の普及啓発、早期発見・相談支援等に努めます。 

保健センター・教育委員会

と連携し、子どもの状況把

握し、対象世帯に対し障害

関係の福祉・手当等の情報

の案内を行った。 
Ａ 

関係部署等と連携し、子

どもの状況を把握・情報

共有している。対象世帯

に周知漏れ等がないよう

障害関係の福祉・手当等

の情報案内ができてい

る。 

◎実施継続 

今後も関係部署等と連携し、情

報周知を行っていく。 

保健福祉課 

 

（４）生活困窮家庭への支援 

施策・事業の取組内容 実施状況 実施状況評価 今後の取組・改善事項等 担当課 

教育・学習の支援 

 奨学金や教育無償化等による負担軽減、生活困

窮世帯への学習支援等を行います。 

 

・奨学生を募集・選考のうえ

奨学金を貸与 

・準要保護世帯等への就学

援助を実施 Ａ 

奨学金・就学援助を実施

し望む進路へ進むための

一助とした。 

◎実施継続 

引続き、子どもの将来が環境に

よって左右されることのない

よう、支援を行う。 
教育委員会 

地域で支える仕組みづくり 

 近隣町村と連携・協議し、子どもの居場所づく

り、支援制度の普及啓発に努めます。 

ひとづくり・交流拠点複合

施設「アイデミきたかた」の

広域利用について、調整や

周知等を実施した。 Ａ 

定住自立圏市町村民の屋

内子ども遊び場「めごぷ

らざ」の利用料無料等を

周知し、調整等を図った。 

(村民は、「めごぷらざ」

及び子育て支援ルーム等

が利用可能) 

◎実施継続 

今後も施設利用に関し、定住自

立圏で調整を行っていく。また

村民向けに「アイデミきたか

た」施設利用に関する情報周知

を行う。 

保健福祉課 
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就学援助（要保護・準要保護家庭への援助） 

 経済的理由により就学困難と認められる児童生

徒の保護者に対し、学用品、修学旅行費、給食費

等の就学援助を行います。 

準要保護の世帯等への就学

援助を行った。 
Ａ 

奨学金・就学援助を実施

し望む進路へ進むための

一助とした。 

◎実施継続 

引続き、子どもの将来が環境に

よって左右されることのない

よう、支援を行う。 

教育委員会 

育英事業 

 経済的理由により就学が困難な者に対し、奨学

金を貸与します。（高等学校、短期大学（専門学

校含む）、大学に在学する者） 

窓口にチラシ等を設置し、

周知を行った。 Ａ 
窓口にチラシ等を設置、

広く情報周知を行った。 

◎実施継続 

今後も広く情報周知を行って

いく。 

保健福祉課 

奨学生を募集・選考のうえ

奨学金を貸与を実施。 

 
Ａ 

奨学金・就学援助を実施

し望む進路へ進むための

一助とした。 

◎実施継続 

引続き、子どもの将来が環境に

よって左右されることのない

よう、支援を行う。 

教育委員会 

生活福祉資金貸付制度 

 社会福祉協議会において低所得者世帯等の経済

的自立及び生活意欲の助長促進等を図り、安定

した生活を送れるようにすることを目的に貸付

を行っています。 

窓口にチラシ等を設置し、

周知を行った。 
Ａ 

窓口にチラシ等を設置

し、情報周知を行った。

関係機関と適宜情報共有

を行う。 

◎実施継続 

今後も広く情報周知を行って

いく。 

 

保健福祉課 

 


